
ともに、中央建設業審議会が、「労務費に
関する基準」（以下「本基準」という。）を
作成・勧告して、建設工事を施工するため
に通常必要と認められる労務費（適正な労
務費）等を示し、これを著しく下回ること
となる労務費等による見積り・契約締結を、
公共工事・民間工事の別を問わず下請取引
を含む全ての建設工事の請負契約において
禁止すること等としたものである。
本基準の作成や本基準の実効性を確保

し、本基準を通じて技能者の処遇を改善す
るために必要な施策の具体的な検討に当
たっては、中央建設業審議会に受発注者・
有識者委員からなる「労務費の基準に関す
るワーキンググループ」（座長：政策研究大
学院大学 小澤一雅教授）を設置して議論が
重ねられた。その結果を踏まえ、本基準が
令和７年12月２日に中央建設業審議会から
勧告され、同12日から改正建設業法が全面
施行されることとなったものである。

２．「労務費に関する基準」の概要
2-1．適正な労務費
本基準において、建設工事の請負契約に

おける適正な労務費（＝建設工事を施工す
るために通常必要と認められる労務費）は、
以下の算定式に基づいて計算して得られる
値に相当する額とすることとしている。

適正な労務費 
=�適切な職種の公共工事設計労務単価（円
/人日（８時間））× 施工条件・作業内容
等に照らして適正な歩掛（人日/単位施工
量） × 施工量

算定式について、説明する。
本基準における「適正な労務費」とは、
建設業者が雇用する技能者に適正な賃金を
支払うための原資を指し、その水準は建設
業者が支払うべき賃金の水準から導かれ
る。この際、建設業の賃金水準を他産業並
み以上のものとする観点から、まず公共・
民間いずれの工事に従事しているかを問わ
ず、技能者への公共工事設計労務単価並み
の水準の賃金支払いを目指すこととした。
このためには、適正な労務費として、作
業に対応する職種の公共工事設計労務単価
を計算の基礎とした水準の賃金原資が確保
される必要がある。
具体的には、個々の建設工事の請負契約

において、１日８時間当たり労務単価であ
る職種別の公共工事設計労務単価に、当該
工事に従事する見込みの者の職種別の作業
日数（総労働時間）を乗じた額の総和が労務
費として盛り込まれることが必要である。
この総額を、総労働時間が確定していな
い契約の見積り・締結段階において確保す
るため、各社が把握している「歩掛」の概
念を用い、適正な労務費を、上記の式に
よって位置づけることとしたものである。
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